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第１ 監査の期間 

令和４年４月１８日(月)～令和４年７月２５日(月) 
（実査日 令和４年５月１０日(火)，１３日(金)，１７日(火) ，１９日(木)） 

 
第２ 監査の対象とした施設等 
市内全域の施設を対象に，一部を抽出して監査を行った。 
監査の対象とした施設等は，次のとおりである。 

所管部局名 分 類 施設等名称 実施日 所 管 課 

市民生活部 

市民センター・支所 

江田島市民センター １９日 江田島市民センター 

能美市民センター １３日 能美市民センター 

沖美市民センター １０日 
沖美市民センター 

三高支所 １０日 

出張所・連絡所 

秋月出張所 １７日 
江田島市民センター 

小用出張所 １７日 

柿浦連絡所 １０日 市民生活課 

交流プラザ等 

秋月交流プラザ １７日 

江田島市民センター 
江田島コミュニティセンター １７日 

宮ノ原交流プラザ １７日 

江南ふれあいセンター １９日 

三高交流プラザ １０日 沖美市民センター 

不燃ごみ処理施設 環境センター １０日 地域支援課 

隣保館 
宮ノ原隣保館 １７日 

人権推進課 
大柿厚生文化センター １０日 

福祉保健部 

認定こども園 認定こども園えたじま １９日 

子育て支援課 

児童館 柿浦児童館 １０日 

工事実施現場 

子育て世代包括支援センタ

ー周辺整備工事及び屋外広

場遊具設置工事 

１９日 

産業部 

農水産業振興関係

施設 
交流促進センター １３日 農林水産課 

観光振興関係施設 ふるさと交流館 １７日 交流観光課 

教育部 

学校教育施設 

切串小学校 １７日 

学校教育課 能美中学校 １３日 

三高中学校 １３日 

生涯学習施設 
スポーツセンター １３日 

生涯学習課 
江田島図書館 １７日 

里海教育施設 
大柿自然環境体験学習交流

館（さとうみ科学館） 
１０日 

大柿自然環境体験学習

交流館 

学校給食調理施設 江田島学校給食共同調理場 １７日 学校給食共同調理場 

企業局 
水道事業施設 三高浄水場 １３日 水道施設課 

下水道事業施設 三高浄化センター １０日 下水道施設課 
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企画部 工事実施現場 
能美市民センター本館棟・

別館棟改修工事 
１３日 政策推進課 

土木建築部 工事実施現場 
市道飛渡瀬１０号線道路改

良工事 
１０日 建設課 

 

第３ 監査の着眼点及び対象項目 

１ 基本的な事務の執行が，適正かつ効率的に行われているか。 

(１) 現金等（収納金，釣銭，切手等）は，適正に保管・取扱いされているか。 

(２) 公印及び領収印は，適正に管理されているか。 

(３) 出勤簿及び休暇簿は，適正に整理されているか。 

(４) 各関係諸帳簿は，良好に整備されているか。 

２ 施設の管理及び運営が，良好に行われているか。 

(１) 施設の設置目的に合致しているか。また，施設の管理運営の内容，運営時間等 

は，市民の利便性を考慮したものとなっているか。 

(２) 維持管理及び補修は，適切に行われているか。また，防火・防災対策，防犯対 

策，環境衛生対策は，適正に行われているか。 

(３) 公共性，経済性及び安全性を考慮した施設運営となっているか。 

(４) 施設内の整理整頓や機器類の整備は，適切に行われているか。 

３ 工事が，適正に行われているか。 

(１) 事業目的に適合した設計となっているか。 

(２) 設計，入札，契約，工事着手，完成等の関係書類は，適正になっているか。 

(３) 委託料，工事請負費等の支出の時期及び額は，適切なものとなっているか。 

 

第４ 監査の目的 

事務の執行状況及び施設の管理に重大な誤りがないか，事故防止のため，厳しい視点で

チェックし，問題があれば躊躇
ちゅうちょ

することなく指摘を行う。 

また，軽易なことに対しても，積極的に問題提起し，事務の改善や見直しの契機を提供

する。 

 なお，監査結果は，関係部署に報告するとともに，ホームページなどで公表することに

より，市民が市政に対して関心を持ち，積極的な提案や議論が展開されることを期待する。 
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第５ 監査の結果 

１ 市民生活部所管施設 

(１) 市民センター・支所 

   本市では，行政サービス機能を備える市民センターが，江田島町・能美町・沖

美町に設置されている。毎年度，この３か所の市民センターと三高支所とを併せ

た４施設を，対象としている。 

ア 事務の執行について 

(ア) 現金は，レジ及び金庫で適正に管理・保管されており，収納した現金につ

いては，収納日の翌日に金融機関に払込みを行っているため，取扱いに問題

はなかった。 

切手等を保管している市民センター・支所は，所属長が残枚数を定期的に

確認するなど適正に処理されていた。 

   また，金庫内も整理整頓され良好に管理されていた。 

(イ) 公印及び領収印の管理・保管は，適正であった。 

(ウ) 出勤簿・休暇簿は，おおむね適正に処理されていた。 

(エ) 各関係諸帳簿は，おおむね適正に整理・保管されていた。 

(オ) 契約事務については，契約書等の関係書類及び完成箇所，納品された物品

を確認した結果，おおむね適正に処理されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

(ア) 各施設とも整理整頓に努め，おおむね適正な施設運営がなされていた。 

(イ) 夜間及び休日等の宿日直業務について，江田島市民センターはシルバー人

材センターに委託し，能美市民センター・沖美市民センターは会計年度任用

職員で対応している。いずれの施設も所定の時刻に出入口等の施錠を行い，

適正に管理されている。平日の夜間や休日に施設利用がある場合は，利用に

応じて出入口の開錠を行うなど適正に管理されている。また，三高支所は，

１階事務所及び出入口を施錠するため，交流プラザの利用は，鍵の貸出しで

対応している。 

   なお，昨年度の課題であった旧三高支所（旧沖美公民館）建物内に残って

いる備品については，財政課の主導で整理を行っていることを確認した。 

  

(２) 出張所・連絡所 

本市では，出張所及び連絡所が１０か所設置されている。 

今年度の対象は，秋月出張所・小用出張所・柿浦連絡所の３施設とした。 

秋月出張所は，秋月交流プラザ内にあり，会計年度任用職員が１人配置されて

いる。業務時間は午前８時３０分から午後０時３０分までで，交流プラザの管理

も兼務している。 

小用出張所は，江田島コミュニティセンター内にあり，会計年度任用職員が出

張所とコミュニティセンターに１人ずつ配置されている。業務時間は午前８時３

０分から午後４時００分までである。 

     柿浦連絡所は，大柿厚生文化センター内にあり，大柿厚生文化センター職員と
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して会計年度任用職員が３人配置されており，柿浦連絡所職員も兼務している。

業務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までである。 

ア 事務の執行について 

(ア) 現金は，適正に金庫で管理・保管されており，収納した現金については，

収納日又は翌日に最寄りの金融機関に払込みを行うため，長期間事務所で保

管することはなく，取扱いに問題はなかった。 

(イ) 公印及び領収印の管理・保管は，適正であった。 

(ウ) 出勤簿・休暇簿は，おおむね適正に処理されていた。 

(エ) 各関係諸帳簿は，おおむね適正に整理・保管されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

事務室内は，整理整頓されていた。また，併設する施設の玄関・ロビーなども

良好に管理されていた。 

 

(３) 交流プラザ等 

   本市では，まちづくり，地域活動及び生涯学習の拠点となる地域の集会機能を

集約した交流プラザが，７か所設置されている。 

   今年度の対象は，秋月交流プラザ・宮ノ原交流プラザ・三高交流プラザの３施

設と同様に地域の拠点となっている江田島コミュニティセンター・江南ふれあい

センターの２施設の計５施設とした。 

秋月交流プラザは，施設内に秋月出張所があり，出張所職員が，交流プラザを

管理している。出張所職員の勤務時間以外の施設利用については，鍵管理委託で

対応している。秋月交流プラザの令和３年度の利用件数は１６８件，利用者数は

２,４３６人であった。 

宮ノ原交流プラザは，会計年度任用職員が１人配置されている。業務時間は午

前８時３０分から午後０時３０分までで，勤務時間以外の利用については，鍵管

理委託で対応している。令和３年度の利用件数は１６７件，利用者数は１,２５５

人であった。 

三高交流プラザは，施設内の三高支所職員が，交流プラザを管理しており，施

設１階の一部を商工会に事務所として貸付けている。支所職員の勤務時間以外の

施設利用については，鍵の貸出しで対応している。三高交流プラザの令和３年度

の利用件数は１２２件，利用者数は１,５６０人であった。 

江田島コミュニティセンターは，会計年度任用職員が１人配置されており，施

設内に小用出張所，簡易郵便局がある。業務時間は午前８時３０分から午後４時

までで，勤務時間以外の利用については，鍵管理委託で対応している。江田島コ

ミュニティセンターの令和３年度の利用件数は３５６件，利用者数は４,６５０人

であった。 

江南ふれあいセンターは，無人の施設で，管理や使用申請などは，江田島市民

センターが管理しており，鍵管理については，鍵管理委託で対応している。江南

ふれあいセンターの令和３年度の利用件数は１７４件，利用者数は１,４３５人で

あった。 
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ア 事務の執行について 

(ア) 秋月交流プラザ・宮ノ原交流プラザ・江田島コミュニティセンター・江南

ふれあいセンターの施設使用料については，江田島市民センターが１か月分

をまとめて請求し，収納しているため，問題はなかった。 

三高交流プラザの施設使用料は，三高支所で収納し適正に管理されていた。 

(イ) 宮ノ原交流プラザの出勤簿・休暇簿は，おおむね適正に処理されていた。 

(ウ) 施設利用申請書等は，おおむね適正に整理・保管されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

施設内は，整理整頓され，利用者等による掃除で，良好に管理されていた。 

また，使用していない部屋は基本的に施錠し，安全管理に努めていた。 

 

(４) 不燃ごみ処理施設 

本市では，不燃ごみ処理施設として，環境センターが沖美町岡大王に設置され

ている。この施設は，平成１０年に建設された施設で，受入れした不燃ごみは，

粗大ごみ，資源ごみに分けて処理され，再利用できる破砕鉄，ペットボトル，ア

ルミ缶などを再資源化している。 

令和３年度の不燃ごみの搬入量は２,１０４トン，資源化量は５２６トンとなっ

ている。 

また，令和３年度の歳入実績は，不燃ごみ投入手数料６４５万４千円，特定家

庭用機器廃棄物投入手数料１５万２千円，衛生事業売却収入（資源化物売却収入）

１,２８２万円で，合計１,９４２万６千円であった。 

ア 施設の管理・運営について 

施設の運転管理は，業者委託で良好に運営されており，敷地内も雑草やごみの

散乱はなく良好に管理されていた。 

施設職員については，年３回の安全教育を実施するなど安全管理に努めている。 

イ 工事関係について 

  アルミ選別機回転子（マグネットローター）本体の取替工事，汚泥脱水機整備

工事，破砕機修繕などを行っており，工事について，それぞれ関係書類を確認し

た結果，適正に実施されていた。 

  施設建設から２０年以上経過し，施設全体が老朽化しているため，今年度，施

設の調査・点検を行い，長寿命化計画を策定し，整備計画を作成することとなっ

ている。 

 

(５) 隣保館 

   本市では，地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる

開かれた施設として，生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業

を総合的に行うため，４館の隣保館が設置されている。 

今年度の対象は，宮ノ原隣保館と大柿厚生文化センターの２施設とした。 

 宮ノ原隣保館は，館長と専任指導員１人，大柿厚生文化センターは，館長と専

任指導員２人で，相談事業や広報・啓発活動などに取り組んでおり，施設の管理
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も行っている。職員は，全員会計年度任用職員である。 

ア 事務の執行について 

(ア) 宮ノ原隣保館については，隣保館事業での施設使用のため，使用料徴収の

実績はない。大柿厚生文化センターは，大柿市民センターが工事中で使用で

きないため，例年より利用者が増加している。施設使用料については，併設

の柿浦連絡所で収納しているため，問題はなかった。 

(イ) 出勤簿・休暇簿は，おおむね適正に処理されていた。 

(ウ) 施設利用申請書等は，おおむね適正に処理・保管されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

(ア) ２館とも施設内は，整理整頓されており，良好に管理されていた。 

 (イ) 休日や夜間に施設を利用する場合，宮ノ原隣保館は，鍵管理委託で対応し，

大柿厚生文化センターは，利用団体の代表者への鍵貸出しで対応している。 

 (ウ) 大柿厚生文化センターのエアコン取替工事については，新規購入ではなく，

旧鹿川文化センターのエアコンを移設，再利用して経費節減に努めている。 

 

２ 福祉保健部所管施設及び工事 

 (１) 認定こども園 

   本市では，小学校就学前の子供に対し，一貫した保育及び幼児教育を実施する

ため，５園の認定こども園が設置されている。 

   今年度の対象は，認定こども園えたじまとした。 

     園の職員数と園児数は，次のとおりである。 

    職員数(令和４年４月１日現在)                 (単位：人) 

名 称 園 長 保育士 会計年度任用職員 合 計 

認定こども園えたじま １ １１ １０ ２２ 

※勤務は，早番・平常・遅番の交替制 

※保育士のうち１人は，再任用 

園児数(令和４年４月１日現在)                 (単位：人) 

名 称 年 長 年 中 年 少 ３歳未満 合 計 

認定こども園えたじま 
（定員２１０） 

３５ ４３ ２５ １９ １２２ 

ア 事務の執行について 

(ア) 公印は，適正に管理・保管されていた。 

(イ) 出勤簿・休暇簿等は，おおむね適正に処理されていた。 

(ウ) 各関係諸帳簿は，おおむね適正に整理・保管されており，備品管理につい

ても良好であった。 

イ 施設の管理・運営について 

(ア) 施設内及び園庭は，整理整頓されており，良好に管理されていた。 

 (イ) 安全管理・防犯対策等については，防犯カメラを設置して出入り口の監視

を強化することで，不審者が侵入しにくい環境を整えている。 

また，登園降園の時間帯以外は，園の出入り口を二重に施錠することによ
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り園児の安全を確保している。 

    新型コロナウイルス等の感染症対策については，令和３年度に新たに購入

した除菌機で，水洗いやアルコール消毒できない玩具等についても除菌が行

われている。 

 

(２) 児童館 

     本市では，児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し，情操を豊かにするた

め，３か所の児童館が設置されている。 

     今年度の対象は，柿浦児童館とした。 

柿浦児童館は，大柿町柿浦の大柿厚生文化センター２階にあり，会計年度任用

職員３人が，児童厚生員と放課後児童クラブ職員を併任している。 

ア 事務の執行について 

(ア) 出勤簿・休暇簿等は，おおむね適正に処理されていた。 

(イ) 備品管理は，良好であった。 

(ウ) 使用料を支払って，施設を利用する団体等はなかった。 

イ 施設の管理・運営について 

(ア) 施設内は，整理整頓され，良好に管理されていた。 

(イ) 利用児童は，令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響で少なかった。 

 

(３) 工事実施現場 

   （子育て世代包括支援センター周辺整備工事及び屋外広場遊具設置工事） 

   ２つの工事は，センター周辺を子育て広場・駐車場・農園として整備し，屋外

広場遊具を設置することにより，子供が安心して遊べる環境を形成し，子育て世

代と地域との交流の場を整えるため実施されたものである。 

   これらの工事は，並行して施行され，工事の実施期間は，令和３年２月２６日

から令和３年７月２１日までで，使用部品の調達が困難などの理由から工期が２

回変更されている。また，屋外広場遊具設置工事については，新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の対象となっている。 

ア 関係書類の確認 

  工事について，公募型プロポーザル実施伺い，工事請負契約書，検査調書，支

出負担行為書等の関係書類がおおむね適正に処理されていることを確認した。 

また，施設の工事状況も図面及び写真で確認した。 

イ 事業の趣旨・効果・所見等 

  現場である子育て広場・駐車場・農園・遊具設置の工事完了を確認した。工事

施工前は，危険箇所となっていた周辺の水路及び駐車場との境は，高さ１.２メー

トルのフェンスで囲まれており，子供の安全は確保されている。広場は，複合遊

具が設置され，子供が遊べる環境は整っているものの，屋根付きのベンチが１か

所のみで，植樹されている樹木もまだ小さく，日影が少ない状況である。 
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３ 産業部所管施設 

(１) 農水産業振興関係施設 

     本市の地域特産物である農水産物の紹介と販売を行うことにより，農水産業の

振興を図るとともに，地域の居住環境の整備と合わせ地域住民の活動の場として，

江田島市交流促進センターが設置されている。 

この施設は，大柿町小古江にあり，１階は，農水産物や農水産加工品の販売と

地元産品を活用した食事を提供しており，２階は研修室などがあり，定期的に利

用している団体がある。 

令和３年度利用者数３４,８７８人，売上高１３,６６０,３９０円であった。 

ア 施設の管理・運営について 

    (ア) 施設の指定管理者は，余防生産振興組合で，令和３年４月１日から５年間

の協定を締結している。 

当該指定管理者の事業運営は，施設の目的に沿ったものであり，おおむね

適正に執行されていると認められたものの，事業報告書等の提出については，

協定書に定める期限後に提出されているので，今後は，協定書に従い適切に

事務処理されたい。 

(イ) 施設の利用者及び売上については，新型コロナウイルス感染症の影響によ

って減少しているものの，飲食コーナーの日曜日営業再開や直売コーナーの

品揃えを増やすなどの組合の集客努力が見受けられた。  

    (ウ) 施設は，おおむね良好に使用・管理されている。特に併設の２４時間使用

できるトイレについては，日々点検・清掃を行い，利用者が気持ちよく利用

できるよう配慮されている。 

    (エ) 施設利用に関する申請等は，適正に処理されており，使用料についても，

振込みで受け取っているため，問題はなかった。 

     

(２) 観光振興関係施設 

     本市の特産品等の展示，販売等を行うことにより，観光業の振興及び地域住民

の交流の促進を図るため，江田島市ふるさと交流館が設置されている。 

この施設は，江田島町中央にある。１階を観光客の休憩場所として提供し，特

産品等の展示販売や観光案内も行っている。２階は，旧海軍関係資料展示ホール

と交流室があり，交流室についても来館者の休憩場所として常時解放している。 

令和３年度利用者数４,０９５人，売上高１,８８０,３９１円であった。 

ア 施設の管理・運営について 

    (ア) 施設の指定管理者は，江田島市観光協会で，令和３年４月１日から５年間

の協定を締結している。 

当該指定管理者の事業運営は，施設の目的に沿ったものであり，おおむね

適正に執行されていると認められたものの，事業報告書等の提出については，

協定書に定める期限後に提出されているので，今後は，協定書に従い適切に

事務処理されたい。 

(イ) 新型コロナウイルス感染症の影響により，施設来館者が半減しているため，
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特産品等の展示販売については，在庫過多とならないよう注意を払っている。  

また，外国人観光客に対応できるようにポケトーク（携帯翻訳機）を導入

して施設の利用促進を図っている。 

    (ウ) 施設は，おおむね良好に使用・管理されているものの，２階交流室につい

ては，開館時間以外の有料時間帯の利用実績はなく，開館時間内の令和３年

度の利用者も１４人であるため，施設有効活用が今後の課題である。 

    

４ 教育部所管施設 

(１) 学校教育施設 

  本市では，小学校６校，中学校４校の計１０校の公立学校が設置されている。 

     本年度の対象は，切串小学校，能美中学校，三高中学校の３校とした。 

初めに各学校が作成している学校要覧等によって，校長及び教頭から学校の概

要・教育目標等の説明を受けた。それぞれに特色があり，学校教育に対する先生

方の熱意が伝わってきた。 

ア 事務の執行について 

(ア) 現金管理について，学校で公金の取扱いは，ほとんどなく，諸経費等を徴

収する場合は，金庫等で保管し，通帳に入金しているため，問題はなかった。 

(イ) 公印の管理，切手等の保管やその他関係書類等について，各学校とも適正

に処理・整備されていた。 

(ウ) 備品管理については，新しく購入された備品も記載されており，各学校と

も適正であった。 

イ 施設の管理・運営について 

     各学校の安全管理・防犯対策等は，児童・生徒登校後の閉門，防犯カメラの設

置，教職員の目視による定期的な安全点検等，適切な対応がなされている。 

     また，コロナ禍の学校行事については，児童・生徒の安全を第一に規模を縮小

するなど工夫しながら行われている。 

(ア) 切串小学校                         

校舎は，昭和５９年度に建築され，平成３１年度には耐震補強と大規模改

修が実施されている。 

学級及び児童数については，３年生と４年生で１学級，それ以外の学年は

各１学級，特別支援学級は１学級の計６学級で，全校児童は４７人である。 

理科室の教材薬品や音楽室の楽器等の保管状況などを中心に校内を巡視し，

おおむね適正に保管されていることを確認した。 

       また，令和３年度の工事箇所，購入備品等について，現地及び現物を確認

した。 

(イ) 能美中学校 

校舎は，平成２５年度に建築されている。今年度は，イノシシ侵入防止柵

設置工事を予定している。 

学級及び生徒数については，１・３年生は各２学級，２年生は１学級，特

別支援学級は２学級の計７学級で，全校生徒は１２２人である。 
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理科室の教材薬品や音楽室の楽器等の保管状況などを中心に校内を巡視し，

おおむね適正に保管されていることを確認した。 

(ウ) 三高中学校 

校舎は，昭和５４年度に建築されている。 

学級及び生徒数については，各学年は１学級，特別支援学級は１学級の計

４学級で，全校生徒は２５人である。 

理科室の教材薬品や音楽室の楽器等の保管状況などを中心に校内を巡視し，

おおむね適正に保管されていることを確認した。 

ウ 不登校・いじめ等について 

令和３年度において，数件の事例があり，学校・保護者・教育委員会が，連携

して対応し，現在も継続して対応している事例もあるとの報告を受けた。 

     今後も，関係機関と連携し，適切な対応をお願いする。 

また，令和４年度から能美中学校では，広島県教育委員会から不登校ＳＳＲ（ス

ペシャルサポートルーム）推進校の指定を受け，学校（教室）に登校できない，

登校しにくい生徒の学習面のサポートや生活リズムの確立・居場所づくりを主な

目標として取組を推進している。 

 

(２) 生涯学習施設 

 ア スポーツセンター 

本市では，スポーツの普及及び振興を図り，市民の健康促進に寄与する施設と

して，江田島市スポーツセンターが能美町中町に設置されている。 

この施設は，平成６年９月に建設された施設で，１階にはアリーナ，トレーニ

ングルーム，ミーティングルーム，更衣室等があり，２階にはアリーナの観覧席，

柔道場等がある。 

令和３年度の利用者数は１８,００６人，使用料収入額は１,３９９,９６０円で

ある。 

(ア) 施設の管理・運営について 

施設は，委託業者の特定非営利活動法人江田島市ｅスポーツクラブによっ

て良好に運営され，敷地内も雑草やごみの散乱はなく良好に管理されていた。 

(イ) 施設の工事及び備品購入について 

工事については，自動火災報知設備更新工事，２階の便器等改修工事など

を行っている。 

また，備品購入については，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用し，老朽化していたトレーニング機器の購入，入替えを行って

いる。新しいトレーニング機器を積極的に広報することにより，更なる利用

者の拡大を期待する。 

工事及び備品購入の契約事務について，契約書等の関係書類及び完成箇所，

納品された物品を確認した結果，おおむね適正に処理されていた。 

今年度は，玄関前のスロープ設置工事とアスファルト舗装工事を予定して

いる。 
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   イ 江田島図書館 

本市では，図書館が２か所設置されている。 

今年度の対象は，江田島図書館とした。この施設は，江田島町鷲部に設置され

ており，職員１人と会計年度任用職員４人が配置されている。開館時間は，午前

９時３０分から午後７時までで，毎週木曜日が休館となっている。 

令和４年３月３１日現在の利用者カード登録者数は，８,４１８人で，蔵書数及

び令和３年度の貸出数は，次の表のとおりである。 

区分 一般 
図書 

児童 
図書 

CD LD ビデオ 

テープ 
紙芝居 

郷土 
資料 

DVD 雑誌 

蔵書数 39,398 14,636 1,376 32 243 147 716 406 730 

貸出数 24,299 10,817 1,400 0 0 76 81 1,705 1,943 

（蔵書数は令和４年３月３１日現在) 

(ア) 事務の執行について 

公印・領収印の保管は，適正であった。 

出勤簿・休暇簿は，適正に処理されており，各関係諸帳簿についても，お

おむね適正に整理・保管されていた。 

契約事務については，契約書等の関係書類及び完成箇所を確認した結果，

おおむね適正に処理されていた。 

(イ) 施設の管理・運営について 

館内は，整理整頓され良好に管理されていた。 

安全管理・防犯対策については，警備保障会社に業務委託しており，特に

問題はなかった。 

 

(３) 里海教育施設 

 ア 大柿自然環境体験学習交流館（さとうみ科学館） 

本市では，自然環境についての体験学習及び生涯学習の場としての交流を深め

ることを目的として，大柿自然環境体験学習交流館（さとうみ科学館）が大柿町

深江に設置されている。 

この施設は，昭和４４年度に建設された旧深江小学校校舎を活用した施設で，

身近な自然に直接触れながら，自ら学び自ら考える力を育てることを目的に，島

嶼部ならではの「海辺の自然」，「ふるさとの自然」を教育資源とした「地域性を

活かした特色ある教育」の充実・活性化を推進している。 

職員２人と会計年度任用職員４人（うち１人は地域おこし協力隊）が配置され

ている。開館時間は，午前８時３０分から午後５時１５分までで，令和３年度か

らは，月１回土日開館することで，来館・利用しやすい環境づくりに努めている。 

令和３年度の利用者数は３,１２２人，来館者数は２,０３４人であった。 

(ア) 事務の執行について 

公印の保管は，適正であった。 

出勤簿・休暇簿は，適正に処理されており，各関係諸帳簿についても，お

おむね適正に整理・保管されていた。 
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契約事務については，契約書等の関係書類を確認した結果，おおむね適正

に処理されていた。 

(イ) 施設の管理・運営について 

館内は，整理整頓され良好に管理されていた。 

令和４年の開館２０周年行事として，開館以来，毎年開催している「ふる

さとの自然」作品コンクールで，「優秀賞」を受賞した作品を，過去２０年分

一挙に展示公開する「さとうみイラスト水族館」や寄贈された貝類のコレク

ションの展示公開など職員手作りの特別展を企画開催し，来館者の増加を図

り，さとうみ科学館の利用促進に努めている。 

安全管理については，警備保障会社に業務委託しており，特に問題はなか

った。 

 

(４) 学校給食調理施設 

 ア 江田島学校給食共同調理場 

本市では，学校給食共同調理場が２か所設置されている。 

今年度の対象は，江田島学校給食共同調理場とした。 

この施設は，江田島町秋月に設置されている。場長は，総括場長が兼務してお

り，職員２人（１人は再任用），栄養士１人（県職員），会計年度任用職員１０人

が配置されている。各学校への給食配送については，業者委託している。 

１日の給食供給数は，約５００食で，江田島町の小学校２校と中学校１校に配

食している。 

(ア) 事務の執行について 

公印の保管は，適正であった。 

出勤簿・休暇簿は，適正に処理されており，衛生管理関係の諸帳簿等につ

いても，整備されていた。 

契約事務については，契約書等の関係書類を確認した結果，おおむね適正

に処理されていた。 

(イ) 施設の管理・運営について 

調理場は，平成６年建築された施設で老朽化が見られるものの，おおむね

良好に管理されていた。 

衛生管理については，全職員の毎朝の健康及び衛生チェック，月２回の検

便検査を実施するなど，安全安心な給食を提供できるよう細心の注意を払っ

ている。 

安全管理・防犯対策については，警備保障会社に業務委託しており，特に

問題はなかった。 

また，地産地消によって，児童生徒が，給食を通してより身近に，地域の

自然や産業等について理解を深めることができるよう江田島産の食材の使用

に努めている。 
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５ 企業局所管施設 

(１) 水道事業施設 

     本市で，現在稼動している浄水場は２か所あり，今年度の対象は，三高浄水場

とした。 

この施設は，沖美町三吉にあり，水源の三高ダムは，昭和１８年に旧海軍兵学

校の水道用水源として旧海軍が築造した既設水道用ダムで，平成１６年にかさ上

げ工事を行っている。浄水施設の処理能力は，日量約２,０００立方メートルで，

主に三高地区などに供給している。 

ア 事務の執行について 

契約事務については，契約書等の関係書類を確認した結果，おおむね適正に処

理されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

施設の運転管理は，業者に業務委託をしている。委託業者は，毎日３時間程度

施設の見回り等の日常管理を行い，江田島町小用の前早世浄水場内にある配水管

理センターで，２４時間監視カメラによる遠隔監視を行っている。 

施設は，良好に管理されており，管理日誌等の関係書類も整備されていた。 

 

(２) 下水道事業施設 

     本市では，下水道事業の終末処理場として，７か所の浄化センターが設置され

ている。今年度の対象は，三高浄化センターとした。 

三高浄化センターは，平成１８年に沖美町美能に整備された。 

処理区域は，三高地区で，農業集落排水事業の終末処理場施設である。処理能

力は，日量最大８６８立方メートルで，最大処理人口は，２,８３０人，現在の水

洗化人口は，１,０８７人である。 

令和３年度は，施設内のブロア室排水修繕や汚泥貯留槽修繕などを行っている。

また，農業集落排水施設更新工事も計画的に行っており，令和４年度も引き続き

更新工事を行う予定となっている。 

ア 事務の執行について 

契約事務については，契約書等の関係書類及び完成箇所を確認した結果，おお

むね適正に処理されていた。 

イ 施設の管理・運営について 

施設の維持管理は，業者に業務委託をしている。委託業者は，週１回業務を行

っており，おおむね良好に管理されていた。施設の警備及び防火管理についても

委託業者が行っているため問題はなかった。 

 

６ 企画部所管工事 

(１) 工事実施現場(能美市民センター本館棟・別館棟改修工事) 

     この工事の目的は，能美市民センター別館棟に雇用の場を確保し，地域活性化

を推進するため，サテライトオフィス等が入居できるように施設を改修すること

である。 
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     また，この工事は，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

した事業で，令和２年度に設計を実施し，３年度に改修工事を行っている。 

ア 関係書類の確認 

  工事について，工事施工伺い，入札執行書類，工事請負契約書，検査調書，支

出負担行為書等の関係書類がおおむね適正に処理されていることを確認した。 

イ 事業の趣旨・効果・所見等 

現場を訪れ，担当者から概要説明を受けて，令和３年度の工事が完了している

ことを確認した。 

能美市民センター別館棟のサテライトオフィス等誘致スペースは，海が見渡せ

る絶好のロケーションで，より良い環境で事業を行えるように施設改修が行われ

ている。拠点の地方移転やサテライトオフィス開設を望む企業へ積極的な働きか

けを行うことで，地域活性化につながる企業誘致ができるものと期待している。 

 

７ 土木建築部所管工事 

(１) 工事実施現場(市道飛渡瀬１０号線道路改良工事) 

     この工事の目的は，避難所となっている旧飛渡瀬小学校体育館への進入路が，

狭あいで，車のすれ違いが困難なため，道路の拡幅を行い，車両の円滑な通行を

確保することである。 

     この工事は，国の交付金を活用した事業で，令和２年度に設計を実施し，３年

度に工事を行っている。 

工事の実施期間は，令和３年９月１日から令和４年３月３１日までで，工事延

長 Ｌ＝１６３.５メートル，幅員 Ｗ＝５.０メートルである。 

ア 関係書類の確認 

  工事について，工事施工伺い，入札執行書類，工事請負契約書，検査調書，支

出負担行為書等の関係書類がおおむね適正に処理されていることを確認した。 

イ 事業の趣旨・効果・所見等 

現場を訪れ，担当者から概要説明を受けて，令和３年度の工事が完了している

ことを確認した。道路が拡幅されたことによって，避難所までの車両や歩行者の

安全な通行を確保することができている。 
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第６ まとめ 

 今回の定期監査及び行政監査では，３２か所を対象とし，４日間で実施しました。 

事務の執行については，おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められまし

た。口頭で改善の検討をお願いした事務のうち，すぐに対応が可能なものについては，改

善の報告がありました。 

施設の管理及び運営については，各施設ともおおむね良好に行われているものと認めら

れました。 

平成２６年から公共施設の再編整備事業によって，施設の集約化による施設の更新が実

施されているものの，なお老朽化対策が必要な施設や災害時の避難所に指定されている施

設で和式トイレの洋式化が進んでいない施設などもあることから，今後も計画的な維持更

新に取り組まれることを望みます。 

小中学校のＩＣＴ環境については，児童・生徒が１人１台使用できるタブレット端末，

電子黒板，無線ＬＡＮなどのハード面がおおむね整備され，児童・生徒にとって，テキス

トによる文字情報だけでは伝わりづらかったことを，画像や動画などを使うことにより，

楽しみながら効率的な学習を進めることができると考えられますので，整備されたＩＣＴ

機器を積極的に活用して，更に魅力ある授業を行っていただくことを期待しています。 

工事の施工については，特に大きな問題はなく，おおむね適正に実施されているものと

認められました。 

子育て世代包括支援センター完成以降，懸案となっていた周辺の整備工事については，

子育て広場，屋外遊具，駐車場，農園の一体的な整備が完了し，安心して子供が遊ぶこと

のできる環境が整えられています。 

今後も，子育てしやすい環境の整備，地域の活性化，市民の安全性の確保や利便性の向

上に努めていただきたいと思います。 

最後に，今回の監査で，市内の様々な施設を訪問し，それぞれの施設の重要性を再認識

することができました。短期間の資料作成や関係資料の提出など，関係各位の御協力によ

り，順調に監査を実施することができましたことに，感謝するところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


